
 

 

 

 

韮崎市立小学校給食調理業務委託 

（穂坂小学校、韮崎北東小学校、韮崎北⻄小学校、⽢利小学校） 
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１． 趣旨 

  韮崎市教育委員会（以下「教育委員会」とする。）では、児童生徒が安心して食せる、安全で栄
養バランスのとれたおいしい給食の提供はもとより、食に関する指導を充実させ、学校・家庭・地
域の連携による食育の充実を図り、地場産物を活用する取り組みを推進してきた。 

  このような状況の中、⺠間のノウハウや専⾨性、柔軟性が期待できる給食調理業務の委託化によ
り、よりよい学校給食の実現が期待できると考え、平成１５年度より順次委託化を実施し、平成 
２７年度からは全校において⺠間委託となった。 

  本事業の実施にあたっては、衛生管理の徹底や食物アレルギーへの的確な対応など、より安全で
衛生的な給食を安定して提供できる技術と知識を兼ね備えた事業者を募集し、公募型企画提案（プ
ロポーザル）方式により、受託業者を選考、決定するものとする。 

 
２． 委託内容等 

（１） 委託業務内容 
 別紙「韮崎市立小学校給食調理業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）に記述する業
務及び提案に基づいた内容の業務。 
 

（２） 履行期間 
 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 
 

（３） 提案上限額（消費税相当額を含む３年間の総額） 
  ￥ ２５４，０００，０００  
この金額は契約予定額を示すものではなく、提案は上記提案上限額を超えてはならない。 

 
３． 企画提案の概要 

（１） 名称 
    韮崎市立小学校給食調理業務委託（穂坂小学校、韮崎北東小学校、韮崎北⻄小学校、⽢利小

学校） 
 
（２） 詳細委託内容 
     別紙、「韮崎市立小学校給食調理業務委託仕様書」による。 
     なお、提案記述内容に基づき提出されるものについては、提案価格に含まれるものとする。 
 
（３） 事務局 
     韮崎市教育委員会 教育課 学校教育担当 
      〒407-8501 山梨県韮崎市水神 1 丁目 3 番 1 号 
           TEL：0551-45-7208 
      FAX：0551-23-1215  電子メール：kyouiku@city.nirasaki.lg.jp 
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（４） 実施スケジュール 
日   程 項   目 

令和７年 ９月１０日（水） 企画提案実施要項等の公表及び配布 
令和７年 ９月１７日（水） 現地見学会参加申し込み受付期限 
令和７年 ９月２４日（水） 
       ２５日（木） 

現地見学会 

令和７年 ９月２６日（金） 質疑受付期限 
令和７年１０月１０日（金） 質疑に対する回答日 
令和７年１０月１７日（金) 参加表明書及び提案書類の受付期限 
令和７年１１月 ７日（金） 資格審査及び第１次審査に関する結果の通知送付日 
令和７年１２月上旬 第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 

※２日間実施する場合あり 
令和７年１２月中旬 第２次審査に関する結果の通知 
令和７年１２月下旬 優先交渉権者との打ち合わせ 
委託事業者の決定〜 

令和８年３月３１日（火） 
委託開始準備 

※日程は都合により変更することもあります。 
 

（５） 現地見学会 
① 日時・場所   

日 時 場 所 
令和７年９月２４日（水） 

Ⅰ １4 時００分〜１４時５０分 
Ⅱ １５時００分〜１５時５０分 

 
Ⅰ 穂坂小学校：韮崎市穂坂町宮久保６１２１番地 
Ⅱ 韮崎北東小学校：韮崎市藤井町駒井１９１２番地 

令和７年９月２５日（木） 
Ⅰ １4 時００分〜１４時５０分 
Ⅱ １５時００分〜１５時５０分 

 
Ⅰ 韮崎北⻄小学校：韮崎市清哲町⻘木１９３番地１ 
Ⅱ ⽢利小学校：韮崎市大草町上條東割８２１番地１ 

② 留意事項      
・ 現地見学会に参加を希望する事業者は、令和７年９月１７日（水）正午までに現地見 

学会参加申込書（様式１）により、電子メール（kyouiku@city.nirasaki.lg.jp ）にて申
し込むこと。 
なお、電子メールの件名は、「小中学校給食調理業務委託現地見学会参加申し込み（貴
社企業名）」とすること。 

・  参加人数は１事業者につき２名までとする。 
・  調理室に入室する者は、現地見学会の日から２週間以内の検便検査結果（検査項目：

赤痢菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌 O−157）、清潔な衣服（白衣、帽子、マス
ク、靴等）を用意すること。 
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（６） 参加資格要件 
     本企画提案に参加できる事業者は以下の全ての項目を満たすこと。 
    ① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいずれにも該当

していないこと。 
        ② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、会社更生手続き開始の申し立てが

なされていないこと。 
    ③ ⺠事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続き開始の申し立てがなさ

れていないこと。 
    ④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律７７号）第３条又は第

４条の規定に基づき、都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理
人、支配人その他の使用人又は代理人として使用していないこと。 

    ⑤ 韮崎市指名競争入札参加者資格者名簿に登載されていること。 
    ⑥ 韮崎市から指名停止を受けていないこと。 
    ⑦ 租税を完納していること。 
    ⑧ 学校給食法のほか学校給食関係法令等を熟知し、学校給食の趣旨を十分に理解するとと

もに、文部科学省の「学校給食衛生管理基準」及び厚生労働省の「大量調理施設衛生管理
マニュアル」を遵守した業務が遂行できること。 

    ⑨ 学校給食調理業務に充分な実績（様式２−２下欄参照）及び、別紙「韮崎市立小中学校
給食調理業務委託仕様書」の内容を確実に履行する能力を有していること。 

    ⑩ 過去３年以内に学校給食業務において、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に基
づく営業停止の処分を受けていないこと。ただし、当該処分後の対応、改善策に関する書
面等により、適正な食品衛生対応の確認ができる場合は除く。 

 
（７） 参加資格要件確認基準日 
     教育委員会が参加表明書兼誓約書（様式２）を受理した日から、本業務受託事業者と委託

契約を締結する日までとする。 
 
（８） 提出書類等 
    ① 参加表明に関するもの 

様 式 名 称 提出部数 備 考 
様式２ 参加表明書兼誓約書 １部 押印が必要なものはすべて代

表者印とする 様式２−１ 会社概要等整理表 １部 
様式２−２ 類似業務受託実績 １部 
 財務諸表の写し 各１部 直近の過去２年間分 
 法人市⺠税の納税証明書 １部 本店所在地の自治体が発行す

る直近の証明書（原本） 
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② 企画提案に関するもの 
様 式 名 称 提出部数 備 考 

様式３ 企画提案書（表紙） １６部 A４縦型・横書で、資料等を除き５０頁
以内。可能な限り両面印刷とする。 

様式４ 提案価格書 １６部 費用の算出は令和８年４月以降３６ヵ
月の総額を記述すること。 

様式４−１ 提案価格内訳書 １６部 
 

学校毎に各年度の人件費、保健衛生費等
の項目別の積算内訳を記述すること。 

     ※様式番号の順でそれぞれにインデックスを付け、左側２カ所をホチキス止めにして正本
１部、副本（正本の写し）を１５部提出すること。 

 
 ③提出期限及び提出先 

     提出期限：令和７年１０月１７日（金） 昼１２時まで 
     提 出 先：韮崎市教育委員会 教育課 学校教育担当 
     提出方法：持参または郵送。持参の場合は、１０月１６日（木）までは市役所開庁日の午

前９時から午後５時までとし、１０月１７日（金）は午前９時から昼１２時ま
でとする。郵送の場合は必着とし、配達記録が残る方法によるものとする。 

 
（９） 質疑受付 
     期   限：令和７年９月２６日（金） 昼１２時まで 
     提出方法：質疑書（様式５）を利用して作成し、下記件名を付して電子メールにより提出

すること。送信後には電話での確認を行うこと。なお、電子メール以外での質問
は不可とする。 

     件  名：「小学校給食調理業務委託質疑（貴社企業名）」 
               電子メール kyouiku@city.nirasaki.lg.jp  

韮崎市教育委員会 教育課 学校教育担当 
     回 答 日：令和７年１０月１０日（金） 
          質疑に対する回答は、韮崎市のホームページ上で公表する。 
 
４． 選定について 

 韮崎市立小中学校給食調理業務委託業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、
審査基準に基づいて審査を行い、総合的に最も評価点数が高い最優秀提案者１者と次に高い優秀
提案者１者を選定する。 

   なお、提案書の提出者が１事業者であっても、「企画提案書評価指標」に基づき選定する。審査
の結果により、提案が本事業実施の目的を達成できないと選定委員会が判断した場合、事業者の
決定は行わないものとする。 

（１） 第１次審査（書類審査） 
    提案書の提出者として参加の資格について確認をし、結果を応募事業者全てに書面にて通

知する。 
    なお、多数の事業者から提出があった場合は、選定委員会において、企画提案書等に記載さ
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れた内容、提案価格書及び会社概要等について「企画提案書評価指標」により採点し、総合評
価点で順位付けをし、第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査）に参加する事業
者を選定する場合がある。 

（２） 第２次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 
    選定委員会は、第１次審査において選定された応募事業者を対象に、１事業者ずつプレゼン

テーション及びヒアリング（説明１５分、質疑応答１５分程度）を行い、「企画提案書評価指
標」により採点し、総合評価点で最も優れた企画提案者を優先交渉権者として選考する。ま
た、出席可能人数は、最大４名までとする。 

     なお、次点交渉権者も併せて選考することとし、第１次審査の点数は、第２次審査に使用
しない。 

 日  時：令和７年１２月上旬  
※２日間実施し、両日に１回ずつプレゼンテーション及びヒアリング審査を実施する可能

性あり。時間等の詳細については別に通知する。 
      結果は２次審査対象者全てに書面にて通知するとともに、韮崎市のホームページに事業

者名を含み掲載する。 
 
（３） 優先交渉権の決定 
     選定委員会にて選定された優先交渉権者は、教育委員会と仕様等を協議のうえ、教育委員

会の決定を受けることにより、本業務受託事業者となる。 
        ただし、優先交渉権者と協議が調わない場合、教育委員会は次点交渉権者と協議を行うも

のとする。 
 
５． その他 

（１） 企画提案書の作成・提出、ヒアリングの参加等に要する一切の経費は、企画提案者の負担と
する。また、提出書類は返却しない。 

 
（２） 提出書類の著作権は参加者に帰属する。ただし、教育委員会がこの事業に関し必要と認める

場合は、提案書の全部又は一部を無償で使用できるものとする。 
 
（３） 提出書類作成のために教育委員会より受領した資料は、韮崎市の許可なく使用することはで

きない。 
 
（４） 参加表明書提出後、企画提案への参加を辞退する場合は、指定の様式（様式６）により、不

参加表明を企画提案書の提出期限内に事務局あてに直接提出するものとする。 
 提出辞退は自由であり、それを理由に以後の入札やプロポーザル等の参加における不利益な
扱いはしない。 
 

（５） 企画提案に関する提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。ただし、教育委員会が
認めた場合はこの限りではない。 
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（６） 次のいずれかに該当する参加は無効とする。 
   ① 参加資格要件に適合していない場合 
   ② 参加表明書等に虚偽の記載をした場合 
   ③ 企画提案書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていなかった場合 
   ④ ２通以上の異なる書類を提出した場合 


